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聖書から見た先祖崇拝 

 

第１回 なぜ先祖が欧米と東洋を分けるのか 

【「先祖崇拝」の定義】 

 本シリーズで用いる「先祖崇拝」とは、先祖を神として礼拝することではな

く、先祖を敬い、記憶し、家族の歴史として受け継ぐ態度を指しています。仏壇

や墓参りも感謝と追憶の営みであり、聖書が禁じるのは先祖の神格化です。先祖

尊重そのものは肯定されており、本稿はこの理解に基づいて論じていきます。 

 

１．欧米型キリスト教が築いた「先祖否定」という枠組み 

日本人がキリスト教と向き合うとき、もっとも深い違和感を覚える点の一つ

は、「先祖をどう扱うか」という問題です。 

多くの日本人にとって先祖とは、単なる死者ではなく、家の歴史を形づくって

きた存在であり、敬意と感謝の対象です。 

しかし、欧米から伝来したキリスト教は、歴史的にこの感覚を受け入れず、先

祖に関わる慣習（いわゆる先祖崇拝）を徹底して「偶像崇拝」と位置づけてきま

した。 

その背景には、欧米型キリスト教特有の神理解、そして近代合理主義の影響が

深く関わっています。 

欧米の神学は、しばしば「創造主と被造物の絶対的な分離」を強調します。 

その結果、死者との関係は、霊媒行為や交霊的接触（communication with 

the dead）に結びつく危険なものとして理解されました。 

申命記 18章には、死者との交信や占いを禁じる言葉がありますが、その詳細

は第２回で検討します。 

そのため、欧米の神学者たちはこの禁令を拡大解釈し、死者とのあらゆる関わ

りを危険視しました。 

こうして欧米型キリスト教は、「先祖」というテーマに対して、強い否定的な

態度を持つことになります。 

しかし、ここには重要な問いが生まれます。果たして聖書は、本当に「先祖を

敬う」ことまでも否定しているのでしょうか。 

あるいは、「欧米的に形成された神学」が、聖書以上に先祖を拒絶してしまっ

た結果なのでしょうか。 



聖書から見た先祖崇拝 

— 2 — 

本シリーズは、そこで生じたズレを見極めようとする試みです。 

 

２．東洋文化における「家」と「先祖」の宗教的・倫理的中心性 

欧米のキリスト教が個人と信仰契約を重視してきたのに対し、東洋文化は「家

族」「家系」「祖先の連続性」を中心に世界を理解してきました。 

中国には宗族と祖先祭祀の伝統があり、韓国には家系を守る祭祀体系が存在

し、日本では神道・仏教・民俗信仰が融合し、祖霊が家を守るという世界観が育

まれてきました。 

これらの文化では、先祖は「神格化された存在」ではなく、むしろ家の記憶を

つなぐ存在として理解されています。 

この背景を踏まえると、東洋人にとって先祖への敬意は、宗教行為というより

も、「自然な倫理的態度」に近いと言えます。 

「父と母を敬え」（出エジプト記 20:12）という戒めを聞いたとき、日本人は

それを家の歴史や先祖全体への敬意として受け取ります。 

しかし欧米の神学では、これは「個々の父母への尊敬」に限定して解釈される

場合が多いのです。この違いが、その後の宣教理解の違いを大きく左右していき

ました。 

 

３．聖書における先祖理解はどちらに近いのか 

興味深いことに、聖書そのものを読むと、旧約はむしろ東洋的な世界観に近い

構造を持っています。 

たとえば、創世記では、アブラハム、イサク、ヤコブという「族長の系譜」が

信仰の中心として描かれています。 

また、ヨシュア記 24章には「あなたがたの先祖」という表現が頻繁に現れ、

イスラエルの民が自分たちの歴史と信仰を深く結びつけて理解していたことが分

かります。 

詩篇は先祖の歩みを祈りの中で繰り返し想起します。それは懺悔的回想である

と同時に、現在の信仰の姿勢を正すための教育的手段でもあります。 

詩篇 106篇には、過去の先祖たちの過ちを振り返ることで、現在の信仰が整え

られるという理解が示されています。 

われらの先祖たちはエジプトにいたとき、あなたのくすしきみわざに心を留

めず、あなたのいつくしみの豊かなのを思わず、紅海で、いと高き神にそむ

いた。（詩編 106:7） 

聖書は先祖の行為を勝手に神格化するのではなく、むしろ先祖の歴史を通し
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て、神の導きを見る姿勢を求めます。 

さらに、ヘブル人への手紙 11章では、信仰によってあかしされた先祖たちが

列挙され、同じく 12章では、「わたしたちは、このような多くの証人に雲のよ

うに囲まれている」（12:1）と記録されています。 

これは霊的交信を意味するものではありませんが、歴史を継承してきた先祖を

尊重する姿勢が、聖書の中核に存在することを表しています。 

このように、聖書が本来持っている先祖への態度は、むしろ東洋的世界観に近

く、欧米型の全面否定とは異なる方向にあります。 

 

４．日本宣教で先祖否定が最大の障害となった歴史 

日本人にとって先祖への敬意（追悼・記念）は、宗教以前に「家の倫理」であ

り「共同体の一部」です。 

したがってキリスト教が先祖を否定するとき、それは「自分のルーツの否定」

と感じられやすく、そこに深い抵抗が生まれます。 

イエスが「神は言われた、『父と母とを敬え』、また『父または母をののしる

者は、必ず死に定められる』と」（マタイ 15：4）と教えた時代、家族という共

同体はイスラエル社会の中心でした。 

しかし、西洋の宣教師が日本に来たとき、その共同体理解は大きく欠落してい

ました。 

その結果、日本では「キリスト教は家族を壊す宗教だ」という認識が定着して

いきました。 

これは単なる誤解ではなく、西洋の宣教師たちが日本の先祖観を理解しようと

しなかったという歴史的事実に起因しています。 

もし宣教師たちが、旧約の世界観にあるような「家系」「先祖」「歴史継承」

の価値を理解していたならば、日本の宣教史は大きく違ったものになっていたか

もしれません。 

 

５．欧米型を越えて聖書そのものへ戻るために 

本シリーズの目的は、欧米型の神学や文化を否定することではありません。 

むしろ、聖書が本来示している豊かな世界観――家族、共同体、歴史の継承、

そして先祖への敬意を含む世界観――を取り戻すことにあります。 

東洋型キリスト教という視点は、聖書そのものが持つ東洋的な側面を回復し、

日本人にとって自然な信仰理解へと橋をかけるものです。 

イエスは「あなたがたは、地の塩である」（マタイ 5:13）と言われました。 
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塩は、もともと存在するものを生かし、味を引き立てる働きをします。 

日本文化の中にある、家族を大切にする心や先祖を敬う姿勢は、聖書の世界観

と本質的に衝突するものではありません。 

本シリーズを通して、欧米型神学を越え、聖書本来の価値に基づいた日本的な

信仰理解の可能性を共に探っていきたいと思います。 
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第２回 欧米型キリスト教が先祖に関わる慣習を否定する論

理構造 

１．宗教改革が生み出した「反カトリック的反動」と先祖否定の流れ 

欧米型キリスト教が先祖に関わる慣習（いわゆる先祖崇拝）を徹底的に否定す

るようになった出発点には、宗教改革の歴史的背景があります。 

中世カトリック教会には、死者のための祈り、聖人崇敬、煉獄思想（第二マカ

バイ記 12章）などがあり、これらが「死者との間の霊的交流」を前提としてい

ました。 

なお、第二マカバイ記はカトリック教会では第二正典として聖書に含まれます

が、プロテスタントでは外典として正典から除外されています。この違い自体

が、両者の聖書観の相違を端的に示しています。以下、同書 12章の言葉を参照

します。 

もし彼が、戦死者の復活することを期待していなかったなら、死者のために

祈るということは、余計なことであり、愚かしい行為であったろう。だが彼

は、敬虔な心を抱いて眠りについた人々のために備えられているすばらしい

恵みに目を留めていた。その思いはまことに宗教的、かつ敬虔なものであっ

た。そういうわけで、彼は死者が罪から解かれるよう彼らのために贖いのい

けにえを献げたのである。（第二マカバイ記 12:44～45） 

宗教改革者たちはこれを批判し、特に「救いはキリストと信仰のみによる」と

いう強調のために、死者への祈りを"聖書的根拠のない風習"として排除しまし

た。 

このとき引用されたのが、申命記 18章の霊媒禁止です。「占いをする者、卜

者、易者、魔法使、呪文を唱える者、口寄せ、かんなぎ、死人に問うことをする

者があってはならない」（申 18:10～11）という言葉は、本来、異教の呪術を警

戒する文脈で語られたものです。 

しかし、プロテスタント神学はこの禁止を大幅に拡大し、死者への祈りそのも

のを危険視しました。 

こうして「死者との関わりはすべて偶像崇拝につながる」という枠組みが形成

され、やがて先祖に関わる諸行為そのものが完全否定の対象になっていきます。 

 

２．霊媒・交信の禁止が「死者との一切のつながり拒絶」に変換され

た理由 

聖書は確かに「あなたがたは口寄せ、または占い師のもとにおもむいてはなら
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ない」（レビ 19:31）と警告します。 

しかし、旧約時代の社会では先祖の墓を大切にし、家系を守る価値を自然に受

け止めていました。 

アブラハムがサラのために墓地を購入した場面（創世記 23章）では、先祖を

尊重する行為を当然のこととして描いています。つまり聖書が禁じたのは「霊媒

的交信」であり、「先祖を敬うこと」ではありません。 

ところが中世および宗教改革期以降の西洋神学では、古代イスラエルの文化的

前提を十分に把握せず、禁令の部分だけを普遍的原則として受け取りました。 

特に 16世紀後半から 17世紀にかけてプロテスタント圏を中心に激化した魔女

裁判では、死者との交信が悪霊との契約と結びつけられ、過剰に恐れられまし

た。 

その結果、「死者への祈り」「先祖を偲ぶこと」「家系を尊重すること」な

ど、文化的には自然である行為までも、霊媒の疑いとして否定されていきまし

た。 

こうして、聖書が意図していた範囲を大きく超え、欧米型キリスト教では、死

者との関わりを一切禁止する考え方と慣習が定着していきます。 

 

３．歴史より個人の信仰を重視する近代的個人主義神学 

欧米のキリスト教が先祖崇拝を拒絶したもう一つの理由は、近代化とともに発

展した「個人主義」と密接に関係しています。 

聖書は、確かに個人の信仰を重視しますが、それと同時に「家族単位の信仰」

も非常に重要視しています。 

ヨシュアが「わたしとわたしの家とは共に主に仕えます」（ヨシュア 24:15）

と語ったように、旧約では家全体の信仰継承が前提になっていました。 

しかし欧米の近代社会は、家族や氏族よりも「自律した個人」を中心に世界を

理解しようとします。 

この思想は神学にも入りこみ、「救いは完全に個人の内面的決断による」と強

調されるようになりました。 

その結果、家族、歴史、伝統といった連続性よりも、「個人の信仰体験」とい

う断絶性が強調され、先祖を敬うという感覚が聖書的価値として受け止められな

くなりました。 

イエスが家系を否定したという誤解が生まれるのもこの文脈です。しかし、福

音書の中で、イエスは父母を敬う戒めを肯定し（マタイ 15:4）、家族を大切にす

ることを当然のこととして扱っています。 

ですから、欧米型の個人中心解釈は、聖書よりも文化背景の影響が大きいと言
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えるのです。 

 

４．家族の信仰より個人の救いが中心となった神学の帰結 

個人主義的な救い理解は、信仰を「個人の魂の問題」と限定し、それを一代ご

とに断ち切られたものとして扱います。 

こうした理解では、先祖は「救われているかどうか不明な存在」として扱わ

れ、敬意の対象ではなく、信仰の外側にある存在として距離を置かれてしまいま

す。 

これに対し、旧約時代のイスラエル民族は、民族・家系単位で神の契約に入っ

ていました。 

神がアブラハムに「わたしはあなたの子孫にこの地を与えます」（創世記

12:7）と言われたように、家系の連続性は神の祝福の領域でした。 

ヘブル人への手紙の 11章で、信仰の先人たちが列挙されているのも、信仰が

歴史と連続して受け継がれるものであることを示すためです。 

しかし欧米型の神学は、この歴史的継承の視点をほとんど失い、信仰を「個人

の決断」「個人の救い」「個人の経験」に限定してしまったため、先祖を敬うと

いう行為を神学的に評価する道が閉ざされました。 

 

５．東アジアの祖先文化が理解されなかった根本理由 

こうして西洋キリスト教世界の中で形成された神学的枠組みを前提に、日本、

中国、韓国を宣教した宣教師たちは、東アジアの家族文化を十分に理解できませ

んでした。 

東アジアでは、先祖は「家の継承者」であり、「家そのものの歴史の象徴」で

す。しかし欧米宣教師は、これを死者信仰や霊媒と混同し、全面否定する立場を

取りました。 

その結果、墓参り、仏壇での手合わせ、先祖の名を大切にすること、家系を重

視する態度など、これらすべてが偶像崇拝の疑いとして扱われ、日本人にとって

は、自分のルーツが否定されるように感じられました。 

これは単なる文化衝突ではありません。西洋キリスト教世界の中で形成されて

きた神学的枠組みが、「家族」「系譜」「先祖」「歴史」といった要素を神学か

ら切り落としてしまったことによって、本来の聖書理解が大きく損なわれていた

のです。 
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６．聖書本来の連続性を回復するために 

欧米型キリスト教が先祖崇拝を否定した背景には、宗教改革、反カトリック運

動、近代合理主義、個人主義神学など、聖書そのものとは別の歴史要因が大きく

働いていました。 

しかし、旧約から新約にかけて聖書全体を見ると、家系、先祖、歴史の継承

は、終始一貫して重要視されています。 

「父と母を敬え」（出エジプト記 20:12） 「いにしえの日を覚え、代々の年

を思え」（申命記 32:7） 「わたしたちは、このような多くの証人に雲のよ

うに囲まれている」（ヘブル 12:1） 

これらの聖句は、先祖を礼拝対象にすることを肯定しているのではなく、歴史

と家系を通して神の導きを見つめることを求めています。 
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第３回 東洋世界における先祖観の本質 

１．「個人」ではなく「家」と「共同体」が中心にある東洋の世界観 

欧米型キリスト教が個人を中心に世界を理解してきたのに対し、東洋文化は、

古来「家」「共同体」「血統」を中心に世界を把握してきました。 

この違いは、先祖をどう理解するかに対しても深く影響しています。 

東洋世界における先祖観は、単なる死者を神格化する営みではなく、家の継

承、歴史のつながり、そして共同体の秩序を維持するための基盤でした。 

聖書にも「あなたの父と母を敬え」（出エジプト記 20:12）という戒めが示さ

れ、家族の継続が社会基盤であるという理解が反映されています。 

また、族長たちは家族単位で神の祝福を受けており（創世記 12章、17章）、

家系と信仰が密接に結びついていました。この連続性の重視は、実は東洋世界の

先祖観に非常に近いのです。 

 

２．日本―神道・仏教・民俗信仰が重なり合う「祖霊観」 

日本の先祖観は、中国や韓国と異なり、神道・仏教・民俗信仰が混合した独特

の形を取っています。 

神道では「祖霊」が家を守るとされ、仏教では先祖供養の儀礼が体系化され、

民俗信仰では盆行事を通して先祖が帰ってくるという世界観が生きてきました。 

しかし、ここでも崇拝より中心にあるのは、「家をつなぐ」という働きです。 

仏壇に手を合わせる行為は、亡くなった家族へ感謝の気持ちを向ける自然な態

度であって、先祖を神格化する意図はほとんどありません。 

日本人の多くは先祖を「神」とは見なさず、「家の歴史を通して現在の生活を

正す存在」として受け止めています。 

この点で、日本の祖霊観は、旧約聖書に見られる、先祖たちがどのように神と

歩んだかを記憶し、その歩みから学ぼうとする世界観と親和性を持っています。 

ヘブル人への手紙の 11章は、過去の信仰者たちが現在の信仰の基盤であるこ

とを語り、「このような多くの証人に雲のように囲まれている」（12:1）と述べ

ています。このイメージは、日本人が先祖を敬う姿勢と深く共鳴しています。 

 

３．韓国―家系中心の先祖祭祀とシャーマニズムの複合的構造 

韓国の先祖観は中国の儒教の影響を大きく受けつつ、シャーマニズム的世界観

が共存している点が特徴です。 
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儒教祭祀では先祖を家の守りの象徴として敬いますが、同時にシャーマン

（무당／ムダン）が霊的世界との仲介を担う文化も残っています。 

そのため、韓国では先祖の霊が家を守るという理解と、霊的存在が日常に関わ

るという感覚が自然に混在しています。 

ただし、ここでも中心にあるのは「家系の継承」です。子孫が先祖に恥じない

生活を送ることが何より重んじられ、儒教祭祀の本質は倫理的責任にありまし

た。 

これは、主の道を歩むよう子孫に教えたアブラハム（創世記 18:19）の姿と重

なります。 

先祖は神ではありませんが、家族の歴史の中で尊重される存在であり、信仰と

生活を継承するモデルとされてきました。 

 

４．中国―宗族と儒教に基づく「祖先祭祀」は家の秩序を守る行為 

中国の祖先祭祀は、儒教倫理の中核にある「孝」を基盤としています。 

祖先は神格化された存在ではなく、家族を共同体として成立させるための象徴

的存在です。 

中国の宗族とは、同じ祖先から出た父系の親族集団であり、土地・祭祀・教育

を共同で管理してきた社会の基本単位です。 

宗族制度では、家の祖廟に位牌が祀られ、定期的に祖先を記念する行事が行わ

れます。 

しかし、そこで求められているのは、「祖先の霊から加護を受ける」というよ

りも、「家族の秩序を守り、先祖に恥じない生き方をする」という倫理的態度で

す。 

この構造は旧約聖書の世界観に近く、イスラエルの民にとって先祖とは、信仰

の模範であり、歴史の継承者でした。 

詩篇 106篇 7節では「われらの先祖たちはエジプトにいたとき、あなたのくす

しきみわざに心を留めず、あなたのいつくしみの豊かなのを思わず、紅海で、い

と高き神にそむいた」と述べ、過去の世代の歩みを現在の信仰の糧とするよう教

えています。 

中国の祖先観は、まさに「歴史を通して現在の生を正す」ための仕組みであ

り、崇拝というより倫理的・社会的実践と言えます。 

 

５．東洋世界の共通点―先祖の神格化ではなく家の継承が中心 

日本、韓国、中国の祖先文化を比較すると、共通するのは「家族を単位として
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歴史を継承する」という一点です。 

先祖は「守護神」として崇拝されるのではなく、その家が代々途切れることな

く続いてきたことを示す、象徴として存在しています。 

つまり、東洋世界の中心にあるのは「先祖崇拝」ではなく、「家の継承と家の

歴史を大切にする姿勢」という倫理的構造です。これこそ、旧約聖書の家族観と

一致する部分です。 

ヨシュアの「わたしとわたしの家とは共に主に仕えます」（ヨシュア 24:15）

という言葉が示すように、聖書の信仰は、個人ではなく家族を単位として受け継

がれました。 

そして神は、「あなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの

神」（出エジプト記 3:6）と繰り返し表現され、信仰は世代を超えて連続してい

きました。 

この聖書の連続性は、欧米型キリスト教が形成した「個人主義的な信仰理解」

よりも、むしろ東洋文化の家族観に近いのです。 

 

６．欧米の「神中心 vs人間中心」という二項対立では東洋文化を説

明できない理由 

欧米的神学は、信仰の問題を「神中心か、人間中心か」という二項対立で理解

しがちです。 

そのため、先祖に敬意を払う行為は「神以外への帰依＝偶像崇拝」と判断され

てきました。 

しかし、この枠組みでは東洋文化を正しく理解することはできません。 

東洋世界では、先祖は「神」として礼拝される存在ではなく、「家族の物語の

一部」として尊重される存在です。 

これは、神の位置を奪うものではなく、むしろ生命と歴史の連続性を確認する

自然な態度です。 

聖書でも、先祖の行いを教訓とする姿勢が求められ（詩篇 106篇）、先祖の歴

史は信仰の土台とされています。 

つまり、先祖を重んじることは、神への忠誠に対立する行為ではなく、家族と

歴史を重んじる創造秩序の一部として理解することができます。 

欧米型の神学がこの視点を欠いたため、日本を含む東洋への宣教理解は大きく

偏ってしまいました。 
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７．東洋文化は聖書と敵対していない―むしろ共鳴する世界観がある 

本章で見たように、日本、韓国、中国の先祖文化に共通するのは「家の継承」

であり、先祖を神格化することではありません。 

この構造は、旧約聖書の家族・系譜・歴史の強調と深い一致を見せます。 

つまり、先祖を尊重することは聖書と矛盾せず、むしろ聖書の世界観に近い東

洋的価値と言ってよいのです。 
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第４回 東洋的理解に近い聖書の家族観・先祖観 

１．「父と母を敬え」は共同体をつなぐ戒め 

十戒の中心に置かれた「あなたの父と母を敬え」（出エジプト記 20:12）は、

しばしば「個人に対する道徳的戒め」として理解されがちです。 

しかし、旧約時代の社会背景を考えると、この戒めは単なる個人倫理ではな

く、家族共同体全体の秩序を維持するための中心原理として、提示されているこ

とが分かります。 

イスラエルの家族は、現代的な核家族とは異なり、3世代・4世代の「父の

家」（ヘブライ語： אָב בֵּית  ／ベート・アーブ、父系を中心とした大家族共同

体）によって構成され、家は信仰と生活の中心でした。 

神はモーセにイスラエルの民を「その氏族により、その父祖の家によって」

（民数記１章２節）数えるよう命じており、民族の基本単位が父系大家族共同体

であったことを示しています。 

父母を敬うことは、単に親の意見に従うという意味ではなく、家の歴史を大切

にし、世代を超えて受け継がれてきた信仰と責任を継承することを意味していま

した。 

この点は、儒教文化における「孝」の思想とも重なります。親を大切にするこ

とが家全体の秩序を保つ基礎であるように、聖書の戒めもまた「共同体をつなぐ

中心軸」として与えられているのです。 

つまり、この戒めは、欧米的個人主義ではなく、東洋的な家族観と深い親和性

を持つものと言えるでしょう。 

 

２．旧約聖書の族長物語―家系と歴史の継承を重んじる世界観 

旧約聖書の世界観は、家族と先祖を大切にする東洋的価値観と非常に近い構造

を持っています。アブラハム、イサク、ヤコブの物語は、その最も典型的な例で

す。 

神はアブラハムに「わたしはあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あ

なたの名を大きくしよう」（創世記 12:2）と語られました。この祝福は、個人に

ではなく、その家系全体に向けられたものです。 

族長の物語において、家系は単なる血統の記録ではなく、信仰が代々に受け継

がれていく舞台として描かれています。 

イサクが父アブラハムの井戸を掘り返したように（創世記 26:18）、過去の世

代の行為は、子孫の信仰生活に直接影響を与えました。 
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古代中東において井戸は命の水の源であり、父の井戸を守り直すことは、先代

の契約と祝福を受け継ぐという信仰的行為を意味していました。 

これは、東アジアの文化において、先祖の徳や歩みを思い起こし、家族がそれ

に恥じないように生きようとする感覚と、驚くほどよく似ています。 

つまり、旧約聖書は「個人の信仰」よりも「家族の信仰」という視点を強く持

っており、家系と歴史の継承を重んじる点で、東洋文化と共鳴するところがある

のです。 

 

３．「先祖の信仰を思い起こす」―ヘブル書 11章の世界観 

新約の時代に入っても、「先祖の信仰を思い起こす」という姿勢は一貫してい

ます。 

ヘブル人への手紙 11章は「信仰の殿堂」と呼ばれ、アベル、エノク、ノア、

アブラハム、モーセなど、多くの先人たちの名が挙げられています。 

著者はこれを単なる歴史の紹介としてではなく、過去の信仰者たちの歩みを、

今を生きる者の模範とせよと勧めているのです。 

続く 12章では、「こういうわけで、わたしたちは、このような多くの証人に

雲のように囲まれているのであるから」（12:1）と語られます。 

これは「先祖の霊が家を見守る」といった民俗信仰ではありません。しかし、

歴史の連続性と信仰の継承を強く意識させる表現であることは確かです。 

聖書は先祖を神格化しませんが、先祖の信仰の歩みを思い起こし、それを自分

の生き方を正す基準とすることは、明確に肯定しています。 

この姿勢は、日本・韓国・中国に見られる「先祖を敬い、その歩みを大切にす

る感覚」と非常に近いものです。 

 

４．墓・土地・家系―旧約世界を支える深い結びつき 

旧約聖書において、墓や土地は単なる物理的空間ではなく、「家系」「信仰」

「歴史」を象徴する重要な場所でした。 

アブラハムがサラのためにマクペラの洞穴を購入したとき、彼はそれを家族の

墓地とすることを願いました（創世記 23章）。 

この行為は、亡くなった人をないがしろにせず、家族の歴史を大切にする姿勢

の表れです。 

イスラエルの部族が父祖の土地に住むことは、神の祝福と契約の一部でした。 

ヨシュアがカナンの地を分配したとき、土地は各部族と家族に細かく割り当て

られ、先祖から受け継いだ土地にとどまることが信仰的義務として理解されまし
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た（民数記 36:7）。 

このように、先祖の墓と土地は、家系と信仰のアイデンティティを象徴するも

のであり、東洋文化の墓を大切にすることや、先祖ゆかりの地を尊ぶ感覚と驚く

ほどよく一致します。 

日本の墓参り、韓国の祭祀、中国の祖廟参拝は、それぞれ形は異なりますが、

「家の歴史とのつながりを確認する」という共通の目的を持っています。これは

まさに、旧約聖書の世界観と同じ方向性を示しています。 

 

５．聖書の文脈では「先祖への敬意」はごく自然な態度である 

ここまで見てきたように、聖書における先祖への態度は、欧米型キリスト教が

しばしば示してきた「先祖の全面否定」とはまったく異なります。 

聖書が禁じるのは、申命記 18章にあるような霊媒行為や死者との交信であっ

て、先祖を敬い、その歩みを思い起こし、信仰の歴史を受け継ぐという姿勢その

ものではありません。 

「父と母を敬え」 「アブラハム、イサク、ヤコブの神」 「このような多く

の証人に雲のように囲まれている」 

これらの表現はすべて、「歴史を通して神を知る」という聖書の基本姿勢を示

しています。 

つまり、聖書的な世界観は、東洋文化の家族観や歴史継承の感覚とむしろ近

く、欧米型の個人主義的神学の枠組みだけでは、十分に説明できない側面を持っ

ているのです。 

 

６．先祖への敬意は聖書に反しない―むしろ信仰の骨格である 

第４回では、聖書における先祖・家族・歴史の重視が、東洋文化とどれほど強

い親和性を持っているかを確認しました。 

聖書は先祖を神格化することを決して認めません。しかし、先祖を敬うこと、

歴史を大切にすること、家族の信仰を受け継ぐことは、本来、信仰生活のごく自

然な一部です。 
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第５回 聖書が禁じるのは先祖の神格化と霊媒 

１．申命記 18章が禁じているのは「死者との交信」であり、先祖へ

の敬意ではない 

先祖を敬う文化を語るとき、必ず触れなければならない聖書の箇所が申命記 18

章です。 

あなたがたのうちに、自分のむすこ、娘を火に焼いてささげる者があっては

ならない。また占いをする者、卜者、易者、魔法使、呪文を唱える者、口寄

せ、かんなぎ、死人に問うことをする者があってはならない。主はすべてこ

れらの事をする者を憎まれるからである。（申命記 18:10−12） 

この禁令は、欧米型キリスト教が先祖に関わる慣習を全面否定する際の根拠に

用いてきた聖句です。 

しかし、ここにある禁止対象を注意深く読むと、焦点は、死者との交信を通じ

て未来を知ろうとする行為に置かれています。 

古代カナンでは、死者を呼び出して秘密を尋ねる霊媒が、宗教儀式として行わ

れていました。 

サウル王が占い師の女のもとに行った出来事（サムエル記上 28章）も、まさ

にこの禁止の範囲に該当します。 

神は、死者から知識や加護を得る行為が、神以外を頼る姿勢につながることを

警告しているのです。 

しかし、この禁令は「先祖を敬う」「先祖の墓を訪れる」「家族の歴史を思い

起こす」といった自然な行為を禁じているわけではありません。 

聖書全体の文脈を見ると、むしろ先祖を尊敬し、その歩みを学ぶことは、当然

の態度として認められています。 

禁止されているのは、霊媒として死者を神格化したり、未来の知識を得ようと

する「宗教的操作」なのです。 

本稿で言う「宗教的操作」とは、神を信頼して委ねるのではなく、自分の願望

や都合を実現するために、神や霊的存在を利用し、動かし、コントロールしよう

とする姿勢のことです。 

これは神中心の信仰ではなく、自分中心の信心であり、聖書が一貫して拒否し

ている態度です。 

 

２．先祖を神として扱うことは偶像崇拝だが、先祖を敬うことは罪で

はない 
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では、どこからが偶像崇拝になるのでしょうか。聖書が一貫して禁じるのは、

「神以外のものに救いや加護を求める姿勢」です。 

「あなたはわたしのほかに、なにものをも神としてはならない」（出エジプト

記 20:3）という戒めは、先祖を神格化して拝む行為を明確に否定します。 

しかし、先祖への敬意そのものは聖書的に否定されるものではありません。 

むしろ「父と母を敬え」（出エジプト記 20:12）といった聖句が、歴史と家族

への尊重を、信仰の自然な一部として示しています。 

東洋文化では、先祖は神ではなく、家の歴史を象徴する存在として尊重されま

す。 

仏壇に向かって手を合わせるのも、死者を神として拝むためではなく、家族と

してのつながりを確認する自然な行為です。ここに偶像崇拝の要素はありませ

ん。 

つまり、聖書的に見て問題となるのは、「先祖を敬う行為」ではなく、先祖を

守護者や救いの源のように考え、神の代わりに頼るという信念です。 

 

３．行為ではなく信念が問題―聖書が問うのは心の向きである 

聖書が言う偶像崇拝の核心は、「行為」ではなく「信念」にあります。「礼

拝」と「敬意」は、外から見ると似ていても、その内実はまったく異なります。 

たとえば、サムエル記上 15章で、サウル王は神の命令に背きながらも「民が

主への犠牲として残した」と言い訳し、外形的な献げ物の言葉で服従を装いまし

た。 

しかし、サムエルは彼に「主はそのみ言葉に聞き従う事を喜ばれるように、燔

祭や犠牲を喜ばれるであろうか」（サムエル記上 15:22）と言いました。 

つまり、外側の行為が宗教的に見えても、心の中心が神に向いていなければ意

味がないのです。これは先祖への態度にもそのまま当てはまります。 

●墓参りをしても、先祖に神的権能を期待しないなら罪ではない 

●仏壇に手を合わせても、それが神格化でなければ偶像ではない 

●先祖に感謝しても、救済を求めなければ問題にならない 

判断基準は明確です。先祖を敬うことは罪ではなく、先祖を神の代替者とみな

す信念が問題なのです。 

 

４．欧米型は「すべてを禁止」に傾き、東洋型は「尊重と礼拝を区

別」しやすい理由 

欧米型キリスト教は、長い歴史を通して「死者との関わり＝危険」という考え
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方を強調してきました。 

宗教改革の反カトリック的反動、魔女狩りの歴史、近代合理主義の影響などが

重なり、先祖への敬意と霊媒行為の区別が曖昧になったのです。 

そのため、墓参りや記念行為までも危険視し、全面禁止の方向に傾きやすくな

りました。 

一方、東洋文化では、先祖に対する行為の中に、「感謝」と「礼拝」をはっき

りと区別する伝統があります。 

儒教の祭祀も、日本の墓参りも、中心にあるのは家の歴史への敬意であって、

神として崇める意図ではありません。 

この明確な区別が、東洋世界が「先祖への敬意」を保持しながらも、霊媒行為

を危険視してきた理由です。 

そして興味深いことに、この東洋的な区別は、聖書の区別と同じ方向性を持っ

ています。 

聖書が禁じるのは死者崇拝や霊媒であって、先祖への敬意ではありません。 

東洋文化は、結果として、聖書のバランス感覚に近い理解を保持していたと言

えます。 

 

５．先祖への敬意は聖書に反しない―誤解を解く鍵は信念の区別 

本章で見てきたように、聖書が禁じているのは、先祖に関わる行為一般ではな

く、先祖を神の代わりの存在として頼ったり、霊的な力を期待したりすることに

限られています。 

神が禁じられているのは、霊媒として死者に語りかけること、死者に神的権能

を求めること、死者を神として礼拝することであって、先祖を敬うことそのもの

ではありません。 

むしろ、聖書は一貫して「父と母を敬え」と述べ、家族と歴史を尊重する姿勢

を求めています。 

そして、東洋では尊重と礼拝を区別することで、聖書的バランスに近い理解を

自然に維持しているのです。 
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第６回 仏壇への合掌や墓参りは偶像崇拝なのか 

１．欧米型の判定基準―「仏壇＝偶像」「墓参り＝死者との交信」と

いう論理 

欧米型キリスト教では、先祖に関わる行為の多くが偶像崇拝とみなされやすい

傾向があります。 

その背景には、宗教改革以降の「死者との関わり」に対する警戒心、そして申

命記 18章の霊媒禁止を過度に拡大解釈した歴史があります。 

そのため、仏壇や位牌に手を合わせることは「人間の手で作った像を崇拝する

行為」と理解されがちで、墓参りも「死者の魂との接触を求める行為」と解釈さ

れることがあります。 

さらに、先祖を思うという自然な感覚すら、「霊媒行為の入り口」と疑われる

ことさえあります。 

このように欧米型の判定は、外形的な行為だけを見て一律禁止の結論を導く傾

向があるため、人間の心の意図や文化的前提を十分に考慮していません。 

サムエル記上の 16章 7節に「人は外の顔かたちを見、主は心を見る」とある

ように、聖書は外形的行為だけで判断するのではなく、心の向きがどこにあるか

を問うています。 

欧米型の判定はこの「心の向き」の理解が弱くなりやすく、結果として過度な

否定へ傾くのです。 

 

２．東洋型の判定基準―仏壇や墓を先祖に感謝を捧げる場と捉える自

然な態度 

東洋世界、特に日本の場合、仏壇や墓は、死者に命令したり加護を求めたりす

る場ではなく、家族の歴史を確認し、感謝するための場として理解されることが

多いものです。 

仏壇に手を合わせる行為は、亡き家族への感謝や思い出を心に呼び起こす自然

な行為であり、聖書的にみて、それ自体は偶像崇拝とは言えません。 

墓参りも同じです。日本人は墓石そのものを「神」とは見なさず、そこに宿る

とされる祖霊も、神格化された存在として捉えていません。 

墓参りは霊媒行為ではなく、亡くなった人を偲び、人生の一部である家の歴史

を確認する行為と考えます。 

このように、東洋型の判定は、先祖に対する感謝・尊重・記憶は宗教的礼拝と

は別物であるとする態度に基づいています。 
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これは、聖書の「父と母を敬え」という戒めに近い世界観であり、外形的行為

より心の意図を重視する点で、聖書と親和性を持っています。 

 

３．聖書的に見て仏壇や墓参りはどう理解されるべきか 

では、聖書はどちらの理解を支持しているのでしょうか。聖書は一貫して、

「先祖の神格化」＝偶像崇拝、「先祖への感謝」＝肯定という区別を示していま

す。 

つまり、仏壇や墓参りが問題となるのは、それが「神格化」「霊媒」「加護依

存」の信念に変わったときだけです。 

外形的行為そのものではなく、その背後にある心の信仰方向性が問題なので

す。 

 

４．欧米型が過度な否定へ、東洋型が過度な肯定へ傾きやすい理由 

ここまで見てきたように、欧米型の先祖理解は、歴史的背景から全面否定の方

向に向かいやすくなっています。 

霊媒と記念を区別せず、死者と関わる行為をすべて危険視してしまうため、日

本文化の自然な先祖への敬意すら誤解されることが多いのです。 

一方、東洋型は、文化によっては先祖に「加護」「守護」「霊力」などを期待

する傾向が混じりやすく、そこに過度な肯定が入り込む危険があります。 

先祖が「家を守る霊」として神格化される場合、聖書が禁じる偶像崇拝の領域

に踏み込む可能性があるのです。 

例えば、韓国のムダン信仰における先祖霊への依頼や、日本の一部の霊感商法

的な「先祖祟り」観念は、先祖への敬意が神格化・加護依存に変質した事例とし

て、聖書的観点から批判的に検討される必要があります。 

したがって、聖書的に理想的なのは、欧米型の過度な否定でもなく、東洋型の

過度な肯定でもない、聖書本来のバランスある判断です。 

 

５．聖書的結論―先祖への感謝は肯定、先祖の神格化は否定。偶像崇

拝の境界線はここにある 

まとめると、聖書的に見た先祖理解の基準は次の通りです。 

感謝・尊重：聖書が肯定する領域 

神格化・加護依存・霊媒行為：聖書が否定する領域 

この二つの区別は、旧約・新約を貫く原則です。イエス自身も「父と母とを敬
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え」（マタイ 15:4）と語り、先祖の信仰の継承を否定することはありませんでし

た。 

欧米型キリスト教は、この区別を曖昧にしたまま、偶像崇拝への過度な警戒か

ら、疑わしいものを一括して排除する姿勢を取ったため、日本文化の本質を理解

する道が閉ざされました。 

しかし東洋型は、この区別を文化的直感として持っているため、聖書の価値と

より調和し得る土台を持っています。 

 

６．偶像崇拝を避けつつ、先祖を敬う日本的キリスト教の可能性 

聖書は先祖を神として拝むことを禁じていますが、先祖を敬い、記憶し、感謝

することを禁じてはいません。むしろ、それらは信仰の自然な延長として肯定さ

れています。 

問題は行為ではなく信念であり、神以外に救いや加護を求める方向性だけが偶

像崇拝となるのです。 

日本の文化が持つ先祖を敬う姿勢は、聖書と矛盾するものではありません。か

えって聖書にある家族的・歴史的世界観と重なり合う部分を多く含んでいるので

す。 
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第７回 日本宣教史―欧米宣教師が直面した最大の論点 

１．ザビエル以来、宣教師たちがつまずいた核心―先祖をどう扱うか 

日本におけるキリスト教宣教は、フランシスコ・ザビエルの来日（1549年）

に始まりました。 

しかし、その最初期から宣教師たちが直面した最大の問題は、日本人の先祖観

をどう理解するかという点でした。 

ザビエルは書簡の中で日本人の知性と道徳心を高く評価し、対話的な宣教姿勢

を見せました。 

しかし、先祖供養については当時のカトリック神学の枠から出ることができ

ず、仏壇や先祖祭祀を「偶像崇拝」とみなす神学的枠組みを背負っていました。 

当時の欧州において、死者への祈りは極めて慎重に扱われており、ザビエルも

その制約の中で宣教せざるを得なかったのです。 

そのため、宣教師たちは日本人に向かって、「先祖への供養はすべて偶像崇拝

である」と教えざるを得ず、日本の伝統文化の核心部を否定する形になってしま

いました。 

日本人にとって仏壇や墓は家族と歴史の象徴であり、そこには加護を求めると

いう宗教儀礼よりも、感謝と敬意が中心にありました。 

しかし、当時の西洋神学はその区別を十分に受け止められず、文化的誤解が宣

教の初期段階で深く刻み込まれることになりました。 

この誤解は、日本人の先祖観や家族観が旧約聖書に見られる家系・歴史・先祖

を大切にする価値観と実は相反していなかったにもかかわらず、それを西洋的合

理主義の枠組みで読んでしまったことから生じたものでした。 

「父と母を敬え」（出エジプト記 20:12）という戒めを文化的背景と共に読め

ば、日本人の先祖への敬意は、むしろ聖書と親和性の高い価値であったと言えま

す。 

 

２．先祖の否定は、日本人にとって自らのアイデンティティの否定で

ある 

日本文化では、先祖は単なる「死者」ではなく、自分の存在の根拠となる存在

です。 

家族は共同体であり、血筋、土地、歴史が密接に絡み合っています。自分がど

こに属しているのか、何を受け継いでいるのかという感覚は、東洋世界全体に共

通する家族中心の自己理解です。 
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そのため、キリスト教が「先祖を敬う行為」を偶像崇拝と一括りにして否定し

たとき、多くの日本人にとって、それは自分自身を否定されたかのような衝撃と

して受け止められました。 

「先祖を否定する宗教」＝「自分のルーツを否定する宗教」という等式が自然

に形成されたのです。 

これは、聖書が本来教えている内容とは大きく異なります。聖書は、先祖を神

格化することは禁じますが、先祖を尊重することを肯定しています。 

ヘブル人への手紙の 11章では、彼らの歩みを現在の信仰の模範とするよう促

しています。このような姿勢は、日本文化の先祖観と深い共鳴を持つはずでし

た。 

しかし、当時の西洋神学が先祖というテーマを過度に警戒したために、日本人

は聖書そのものではなく、西洋神学による文化的否定に直面することになってし

まったのです。 

 

３．「キリスト教は家族を壊す」というイメージがどのように固定化

したのか 

江戸時代の禁教期、キリシタンの迫害が激しくなる中で、幕府は宣教師が家族

制度や先祖信仰を破壊する宗教を広めていると判断し、キリスト教を社会秩序を

乱す危険宗教として扱いました。 

特に「先祖への供養を拒否する信仰」というイメージは、家族中心の日本文化

にとって極めて不安を呼ぶものでした。 

家を継ぐことが倫理であり、先祖を敬うことが当然の礼である社会において、

「先祖に手を合わせてはならない」「先祖の墓参りは罪である」という宣教師の

教えは、非常に異質なものとして受け止められました。 

その結果、「キリスト教は家族を壊す宗教だ」というイメージが民衆の間で強

固に根づくことになりました。 

実際には、聖書は家族を重んじ、祖先を尊重することを否定していないにもか

かわらず、当時の西洋神学が偶像崇拝を恐れるあまり過剰に排除的な姿勢を取っ

たため、日本人はそれをキリスト教そのものの教えだと理解してしまったので

す。 

 

４．西洋的な宣教の限界 

西洋的な宣教の最大の問題点は、日本文化の核にある「家」「先祖」「共同

体」への理解がほとんどなかったことです。 



聖書から見た先祖崇拝 

— 24 — 

西洋神学は、信仰を個人の内面的決断として捉えるため、家族や先祖という、

共同体的構造の重要性を見落としやすい傾向があります。 

しかし、旧約時代のイスラエルは、家族と系譜が信仰の中心にありました。 

「アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神」（出エジプト記３章６節）とい

う表現そのものが、神が家系としての連続を重んじられたことを示しています。 

西洋の宣教師が日本に来たとき、この旧約的な家族観を十分に踏まえないま

ま、"近代的個人主義神学"の前提で宣教を行ったため、日本の伝統文化に響く言

葉を語ることができませんでした。 

この文化的なズレこそ、ザビエル以降の宣教が長期的に根づかなかった最も重

要な要因の一つです。 

 

５．もし宣教師が東洋的キリスト教の視点を持っていれば 

もし、当時の宣教師たちが東洋的キリスト教の視点を持っていたなら、日本の

宣教史は大きく変わっていた可能性があります。具体的には、以下のような方向

性が考えられます。 

●仏壇を偶像ではなく先祖を敬う場として説明 

●墓参りを死者との交信ではなく家の歴史を大切にする行為と理解 

●先祖への敬意と唯一神信仰が矛盾しないことを説明 

●旧約の家族観に基づき、家ごとに神に仕える信仰の形を提示 

もしこのようなアプローチが取られていれば、日本人は、キリスト教は家族を

壊すのではなく、家族を大切にしつつ神を敬う宗教と認識していた可能性があり

ます。 

聖書は「父と母を敬え」と教え、旧約の民は家と先祖を尊重する文化の中で信

仰を受け継ぎました。 

このような世界観は日本文化と非常に近く、近代の欧米神学よりはるかに日本

に適応しやすいものでした。 

その意味で、東洋的キリスト教はキリスト教を日本に根づかせるための橋渡し

となり得るものであり、聖書そのものへの回帰とも言えるのです。 

 

６．宣教の失敗は文化の誤読から生まれた 

日本宣教史における最大のつまずきは、日本人の先祖観を偶像崇拝と誤解した

ことにありました。 

聖書は先祖を神格化することを禁じていますが、先祖を敬い、歴史を大切にす

る態度を否定していません。むしろそれは信仰の自然な一部です。 
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聖書本来の家族的世界観を復帰するとき、日本文化とキリスト教の間にある大

きな壁は取り除かれ、より自然な信仰理解が可能になります。 
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第８回 聖書の世界観と「家系的信仰」の回復 

これまで見てきたように、聖書は決して先祖を敬うことや家族の歴史を重んじ

ることを否定していません。 

むしろ、旧約から新約に至るまで、信仰は常に「個人」だけでなく、「家族」

「家系」「歴史」という連続性の中で語られてきました。 

ところが、近代以降の西洋キリスト教は、信仰と救いをほとんど完全に「個人

の内面の問題」として再構成してきました。 

その結果、聖書が本来持っていた「歴史性」「継承性」「家系性」という視点

は、神学の周縁へと追いやられていったのです。 

 

１．初代教会は「個人主義的宗教」ではなかった 

キリスト教が誕生した初代教会において、信仰は決して「私と神との内面的関

係」だけに閉じたものではありませんでした。 

殉教者や信仰の先人たちの歩みは、信仰の模範として教会共同体の中で大切に

受け継がれ、敬虔に追憶されていました。 

カタコンベ（地下墓所）には、亡くなった信徒の信仰の歩みを伝える碑文や象

徴が残されており、彼らを「信仰の証人（あかしびと）」として仰ぎ見ること

が、信仰生活の自然な一部でした。 

これは死者を礼拝する行為ではなく、信仰の歴史の中に自分を位置づける態度

です。 

ヘブル書が語る「こういうわけで、わたしたちは、このような多くの証人に雲

のように囲まれているのであるから」（ヘブル 12:1）という言葉も、信仰が歴史

の連続性の中で生きるものであることを、強く示しています。 

 

２．旧約的世界観は「家系」を単位に信仰を語る 

そもそも旧約聖書において、信仰は徹底して「家系的」に語られています。神

は「アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神」としてご自身を啓示され、祝福

もまた個人ではなく「家系」に向けて与えられました。 

「父の家」（創世記 12:1）という概念が示すように、イスラエルの信仰世界

は、最初から父系的家族共同体を単位として構成されていたのです。 

ここでは、「誰が信じたか」だけでなく、「どの系譜に属しているか」「どの

歴史を継いでいるか」が信仰の自己理解と深く結びついていました。 

この構造は、日本を含む東洋文化の「家」意識と驚くほどよく似ています。 
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３．欧米型キリスト教が切り落としたもの 

ところが、近代西洋で形成された神学は、信仰と救いを「個人の内面の決断」

に極端に集中させていきました。 

これは宗教改革以降の歴史の中で、ある意味では必然的な展開でもありました

が、その過程で、聖書のもつ「家系」「歴史」「継承」という視点は、ほとんど

神学の中心から姿を消してしまいました。 

その結果、キリスト教は次第に、①救いは個人単位で完結する、②信仰は基本

的に個人の内面の問題である、③家族や家系の問題は信仰とは本質的に別領域で

あるという前提を、ほとんど自明のものとして抱え込むようになります。 

しかし、これは本当に聖書全体の世界観と一致しているのでしょうか。 

 

４．東洋的世界観は「非聖書的」なのか 

日本や中国、韓国の文化は、個人よりも「家」や「系譜」「歴史の連続性」を

重んじる傾向を持っています。 

これがしばしば「個人の信仰を妨げるもの」「キリスト教と相容れないもの」

と見なされてきました。 

しかし、ここまで見てきたように、むしろこの感覚のほうが、旧約的・初代教

会的世界観には近いのです。 

問題なのは、「家」や「先祖」を重んじることそのものではありません。 

問題になるのは、それらを神の代わりに拝し、救いや加護を求める対象にして

しまうことです。 

この区別を曖昧にしたまま、「少しでも偶像崇拝に見えるものはすべて避け

る」という姿勢を取ってしまったことが、日本文化とキリスト教の間に深い誤解

を生みました。 

 

５．信仰は本来、歴史の中で継承されるもの 

聖書の信仰は、決してその場限りの個人的決断で完結するものではありませ

ん。 

それは、歴史の中で受け継がれ、家族の中で伝えられ、世代を超えて継承され

ていくものです。 

「父と母を敬え」という戒めも、単なる道徳規範ではなく、歴史の継承を前提

とした信仰構造の中にあるものです。 
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６．ここから浮かび上がる、より根本的な問い 

ここで、ひとつの非常に根本的な問いが浮かび上がってきます。 

もしキリスト教の救いが本当に「堕落以前の状態への復帰」だとすれば、なぜ

「救われたとされる親」から「罪のある子ども」が生まれ続けるのでしょうか？ 

現在のキリスト教神学では、救いは基本的に「個人の霊的状態の回復」として

理解されています。 

そのため、親が救われても、子どもは親と同じように罪人として生まれ、その

子どももまた、同じように贖罪と回心を必要とするという構造が、ほとんど疑問

視されることなく受け入れられています。 

しかし、もし救いが本当に人間存在そのものの回復であるなら、この構造はど

こか根本的におかしいのではないでしょうか？ 

ここに、欧米型キリスト教の「個人主義的救済観」が持つ、きわめて重大な神

学的限界が現れています。 
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第９回 なぜ「救われた親」から「罪ある子」が生まれるの

か 

本シリーズでは、「先祖を敬う」という東洋の文化的営みが、聖書本来の世界

観とむしろ深く共鳴することを確認してきました。 

そこから浮かび上がったのは、欧米型キリスト教が見落としてきた「家系・歴

史・継承」という聖書的視点です。 

本稿では、その視点をさらに一歩進め、救済論そのものの問い直しへと踏み込

みます。 

 

序：なぜ「救われた親」から「罪ある子」が生まれるのか 

キリスト教の世界では、「自分は救われた」「贖われた」という表現が日常的

に用いられています。 

しかし、そこで１つの根本的な問いがほとんど問われてきませんでした。 

それは、「もし本当に救われたのなら、その人の子どもはなぜ依然として原罪

をもって生まれる存在なのか」という問いです。 

パウロは、「ひとりの人によって、罪がこの世にはいり、また罪によって死が

はいってきたように、こうして、すべての人が罪を犯したので、死が全人類には

いり込んだのである」（ロマ書 5章 12節）と述べ、人類がアダムの堕落の系譜

に属していることを語っています。 

一方で、「ひとりの罪過によってすべての人が罪に定められたように、ひとり

の義なる行為によって、いのちを得させる義がすべての人に及ぶのである」（ロ

マ書 5章 18節）とも語り、キリストによる救済を宣べ伝えています。 

しかし、現実のキリスト教の解釈では、「救われた」とされる人から生まれる

子どもは、なお「アダムにある存在」として生まれ、再び贖罪を必要とする存在

とされます。 

これは、救いが本当に「堕落前の状態への復帰」であるならば、きわめて不可

解な構造です。 

本稿は、この問いを手がかりに、現代キリスト教の贖罪理解の構造的限界を明

らかにし、聖書が本来語っている「救い」とは何かを、創造・歴史・系譜という

視点から再検討する試みです。 

 

１．現代キリスト教の救いは「法廷的無罪宣告モデル」に矮小化され

ている 



聖書から見た先祖崇拝 

— 30 — 

パウロは、「律法の行いによるのではなく、キリストを信じる信仰によって義

とされる」（ガラテヤ書 2章 16節）と述べ、「義とされる」という法廷的用語

を用いて救済を説明しています。 

また、「このように、わたしたちは、信仰によって義とされたのだから、わた

したちの主イエス・キリストにより、神に対して平和を得ている」（ロマ書 5章

1節）とも語っています。 

しかし、この「義とされる」という表現は、本来「神との関係の回復」を指す

ものであったにもかかわらず、近代以降の神学では、次第に「法的地位の変

更」、すなわち「有罪から無罪への宣告」という意味に狭められて理解されるよ

うになりました。 

現実には、救われたとされる人も依然として罪の傾向を持ち、世界もまた、

「滅びのなわめ」（ロマ書 8章 21節）の下に存在し続けています。 

つまり、現代的な救済理解において変わっているのは、「存在の構造」ではな

く、「神の前での法的な扱い」なのです。 

この意味で、現在のキリスト教で語られている救いは、人間そのものが根本か

ら元に戻ることというよりも、神の前での扱いが「赦された者」に変更されるこ

ととして理解されていると言わざるを得ません。 

たとえ話を用いるなら、次のように言えるでしょう。 

ある家が、もともとは新築同然のきれいな状態だったのに、長年の放置によっ

てすっかり荒れ果て、住めないほどひどい状態になってしまったとします。 

本来あるべき回復とは、その家をもう一度、住める状態にまで修復することで

あるはずです。 

ところが、現在のキリスト教の救いに対する理解は、多くの場合、この家を修

復することではなく、所有者の名義だけを変更して、「これはもう新しい持ち主

の家だ」と言っているようなものになっています。 

家の中は相変わらず荒れたままであるにもかかわらず、扱いだけが変わったこ

とにされているのです。 

 

２．もし本当に堕落前に戻ったなら、子は罪なく生まれるはずである 

聖書によれば、堕落以前の人間は神から見て「はなはだ良かった」（創世記 1

章 31節）という存在でした。 

もし救いが「この状態への復帰」であるならば、救われた存在はもはや「罪の

支配」の下にはないはずです。 

しかし現実には、救われたとされる人から生まれる子どもは、なお「罪の性質

をもって生まれる存在」とされます。 
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これは何を意味するのでしょうか。それは、現在のキリスト教の救済に対する

理解が、存在の系譜そのものを切り替える出来事にはなっていないことを意味し

ています。 

救われたと言われていても、その人はなお「アダムにある人類」の系譜に属し

続けているのです。 

パウロは、「アダムにあってすべての人が死んでいるのと同じように、キリス

トにあってすべての人が生かされるのである」（コリント人への第一の手紙 15

章 22節）と述べています。 

ここで語られているのは、単なる心理状態の変化ではなく、「所属する存在の

領域の転換」です。しかし現実の神学理解では、この転換が実質的に起こってい

ない形で救いが語られているのです。 

 

３．救いが「個人の内面」に閉じ込められた歴史的背景 

このような救済理解が形成された背景には、宗教改革以降の西洋神学の展開

と、近代個人主義の影響があります。 

信仰は「個人の内面的決断」と理解され、「心の中でイエスを信じるかどう

か」が救いの決定条件であるかのように語られるようになりました（ローマ書 10

章 9～10節の一面的理解）。 

しかし聖書は、救済を決してそのような内面主義に限定していません。 

むしろ、「わたしの国はこの世のものではない」（ヨハネ 18章 36節）と言わ

れつつも、その国は「御国がきますように」（マタイ 6章 10節）と祈られるべ

き現実の支配です。 

ところが近代の神学は、救いを「死後に天国へ行けるかどうか」という問題に

まで狭めてしまい、本来聖書が語っている、歴史や世界そのものが正され、回復

されていくという視点を、ほとんど見なくなってしまいました。 

 

４．聖書は本来「被造世界全体の復帰」を語っている 

パウロは、「被造物自身にも、滅びのなわめから解放されて、神の子たちの栄

光の自由に入る望みが残されているからである。実に、被造物全体が、今に至る

まで、共にうめき共に産みの苦しみを続けていることを、わたしたちは知ってい

る」（ロマ書８章 21～22節）と述べ、救済が世界全体に及ぶ出来事であること

を明確に語っています。 

ペテロも、「昔から預言しておられた万物更新の時まで、天にとどめておかれ

ねばならなかった」（使徒行伝 3章 21節）と語っています。 

さらにヨハネの黙示録は、「新しい天と新しい地」（黙示録 21章 1節）とい
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う、存在秩序そのものの刷新を描いています。 

つまり、聖書の救済は、個人の内面、人類の歴史、被造世界の構造すべてを含

む、宇宙論的規模の復帰なのです。 

 

５．「家系が変わらない救い」は本当に聖書的なのか 

旧約聖書において、祝福と契約は一貫して「家系単位」で語られます。 

神は「あなたの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神」（出エ

ジプト記 3章 6節）としてご自身を啓示されました。 

祝福もまた、「あなた及び後の代々の子孫」（創世記 17章 7節）という形

で、世代を貫いて語られます。 

逆に罪の影響も、「父の罪を子に報いて、三、四代に及ぼし」（出エジプト記

20章 5節）という形で、歴史性をもって語られます。 

それにもかかわらず、現代キリスト教の救済理解では、救いはほぼ完全に「個

人単位」に閉じ込められ、家系も歴史も変わらないままです。これは、聖書全体

の世界観と明らかにかみ合っていません。 

 

６．「個人が天国に行ける救い」は聖書の言う救いの縮小版である 

パウロは、「だれでもキリストにあるならば、その人は新しく造られた者であ

る」（コリント人への第二の手紙 5章 17節）と語ります。 

ここで言われている「新しく造られた」とは、単なる心境の変化ではなく、

「創造そのものの更新」を含めた表現です。 

また、エペソ人への手紙 1章 10節では、「神は天にあるもの地にあるもの

を、ことごとく、キリストにあって一つに帰せしめようとされたのである」とい

う壮大な救済計画を語っています。 

これに比べると、現代的な「死後に天国に行ける保証としての救い」は、聖書

の救済ビジョンのごく一部を切り取ったものにすぎません。 

 

７．真の救済とは「存在の系譜そのものが切り替わること」である 

イエスは「肉から生れる者は肉であり、霊から生れる者は霊である」（ヨハネ

３章６節）と語り、人間の存在がどの源から生まれるかという系譜的次元を示し

ました。 

ここには、「アダムにある人類」と「キリストにある人類」という、２つの存

在圏の対比があります。 
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パウロはこれを神学的に展開し、「聖書に『最初の人アダムは生きたものとな

った』と書いてあるとおりである。しかし最後のアダムは命を与える霊となっ

た」（コリント人への第一の手紙 15章 45節）と述べています。 

さらに「すべて神の御霊に導かれている者は、すなわち、神の子である」（ロ

マ書８章 14節）と語り、霊による出生が「子たる身分」という存在的転換をも

たらすことを示しています。 

本来の救いとは、「罪ある人が赦される」というだけでなく、「どの系譜に属

する存在であるか」が変わること、すなわち存在の所属転換であるはずです。 

 

８．なぜ「先祖」「家系」「歴史」が神学の中心問題になるのか 

以上見てきたように、「先祖」「家系」「歴史」という問題は、文化論の周辺

問題ではなく、救済論そのものの中心問題です。 

もし救いが本当に「堕落からの復帰」であるなら、それは個人の内面だけに起

こる出来事であるはずがなく、存在の系譜と歴史構造そのものに及ぶ出来事でな

ければなりません。 

現代のキリスト教が見失ってきたのは、この創造秩序的・歴史的・系譜的次元

の救済理解です。 

この視点を復帰するとき、「先祖」「家系」「歴史」というテーマは、単なる

文化的問題ではなく、聖書神学の根本的かつ中心的問題として、あらためてその

意味を持ち始めるのです。 


